
下呂市監査告示第８号  

 

 

 

地方自治法（昭和 22年 4 月 17 日法律第 67 号）第 199 条第４項の規定に基づき定期監

査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を公表します。 

 

 

令和７年 12 月 25 日 

 

 

下呂市監査委員  都 竹 基 己 

下呂市監査委員  今 井 能 和 

 

 

 

   












